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大河原町告示第 65 号 

大河原町制限付一般競争入札告示 
制限付一般競争入札を執行するので、地方自冶法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167

条の６の規定により、次のとおり告示する。 
 
令和６年４月 16 日 

大河原町長 齋  清 志 
 
１． 制限付一般競争入札に付する工事 

① 工事番号 － 
② 工 事 名 大河原町立金ケ瀬小学校校舎・屋内運動場外壁ほか改修工事 
③ 施工場所 大河原町金ケ瀬字居掛 21 番地 地内 
④ 工  期 議会議決日の翌日から令和７年３月 21 日まで  
⑤ 工事概要 

【校舎】 
(1)外壁改修 2,793 ㎡(窓枠ｼｰﾘﾝｸﾞ･ﾓﾙﾀﾙ浮き･ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付塗材撤去等の改修) 
(2)防水改修  217 ㎡(ﾊﾞﾙｺﾆｰ床等の改修) 
(3)その他改修 一式 

   【屋内運動場】 
(1)外壁改修 1,315 ㎡(窓枠ｼｰﾘﾝｸﾞ･ひび割れ･ﾓﾙﾀﾙ浮き等の改修) 
(2)防水改修 1,344 ㎡(ｱﾘｰﾅ屋根等の改修) 
(3)その他改修 一式 

⑥ 支払条件 前払金  有り 支払限度額 契約額の 40%以内 
  ⑦  入札方法 制限付一般競争入札 

 
２．入札に参加できる者に必要な資格に関する事項 

(1)  地方自冶法施行令第 167 条の４第１項及び第２項の各号の規定に該当しないこと。 
(2)  直前１年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税について完納してい

ること。 
(3)  令和５・６年度大河原町建設工事入札参加資格の承認された者で、以下①～⑧の条

件を満たす者であること。 
  ① 大河原町内に本店若しくは支店、営業所等を有すること（営業所等の場合は、大

河原町に入札契約等の権限を委任された営業所である旨の受注者登録を行ってい

ること）。 
  ② 建設業法第３条第１項に規定する許可を受けていること。 
 ③ 建設業法第 27 条の 23 第１項に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値 

通知書の「建築一式工事」の総合評定値が 700 点以上かつ 1 級技術者数が 1 人以上

であること。 
④ 当該工事と同種の工事を元請として施工した実績があること（共同企業体の場合 

は代表者としての実績に限る）。 
⑤ 建設業法第 26 条の規定に基づく有資格者を主任技術者として配置し、かつ適正 

な人員を配置できること。 
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⑥ 宮城県内の地方自治体から指名停止を受けている期間中でないこと。 
⑦ 大河原町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成 25年告示第 16 号） 

別表の措置要件のいずれかに該当するものでないもの。 
⑧ 当該工事に係る仕様書、設計図書等を閲覧し、現場説明図書等閲覧調書を提出す 

ること（令和６年５月 10 日(金)まで現場説明図書等閲覧調書の提出が無い場合は、 
入札に参加できません）。 

 
３．契約規則等について 

大河原町建設工事制限付一般競争入札実施要綱によるものとする。  
大河原町建設工事制限付一般競争入札実施要綱は、6．入札の日程 (以下「6.」という。) 

表の示す場所で閲覧できる。 
 
４．入札手続き等 
 (1) 担当課 

区  分 担当課 電話番号 住  所 

入札・受付担当課 
大河原町 
政策企画課 0224-53-2112 

〒989-1295 
宮城県柴田郡大河原町字新南 

１９番地 
FAX 0224-53-3818 工事担当課 

大河原町 
教育総務課 0224-53-2742 

 (2)  入札参加資格申請書類の交付等 
入札参加申請書類の交付の期間及び場所は、６．の表に示すとおりとする。 

 (3)  設計図書等 
    当該工事に係る仕様書、図面及び契約条項等（以下「設計図書等」という。）は希望

者に貸し出しを行う。 
   イ 貸し出しの期間及び場所は、６．の表に示すとおりとする。なお、設計図書等

は政策企画課窓口で告示に定める期間まで閲覧することができる。 
   ロ 設計図書等について質問がある場合は、指定の質問書様式に記入の上、６．の

表に示す期間内に持参又は FAX により政策企画課に提出すること。 
     なお、質問書に対する回答は、６．の表に示す期間及び場所に掲示し、閲覧に

供するとともに FAX にて質問者に回答する。 
   ハ 設計図書等については CD-R 又は DVD-R でのデータ貸し出しを行う。返却を要

するが、未使用の CD-R 又は DVD-R との交換により返却不要とする。なお、USB
メモリ等の使用はできない。 

 
５．入札参加申請書類等 
 (1) 申請書類 
   本工事に入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、入札参加資格の確認 

を受けなければならない。 

① 単体の提出書類 

    イ 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式１の２）  ２部 
ロ 主任（監理）技術者等の資格               １部 
ハ 建設業許可証明書の写し                 １部 
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ニ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し    １部 
ホ 納税証明書の写し（未納が無いことが確認できるもの）   １部 
ヘ 返信用封筒（切手貼付、申請者の住所及び名称記載）    １枚 

※申請書一式をホチキス等でまとめて綴ること。袋綴じの必要はない。 
 
 (2)  入札参加申請書類の提出方法、提出期限及び提出場所 
   イ 提出方法 
     直接持参又は郵送による。（郵送の場合５月 10 日(金)午後４時まで必着） 
   ロ 提出期限及び場所 
     ６．の表に示すとおりとする。 
 (3)  入札参加資格の有無については、６．の表に示す期日に、入札参加資格結果通知書 

により申請者全員に通知する。その際、承認者には承認通知書により、不適格者には 
不承認通知書により通知するものとする。 

(4) 入札参加希望者が入札参加資格を有すると認められなかった場合は、その理由に 
ついて書面で問い合わせすることができる。 

      問い合わせる場合は、その旨を記載した書面を令和 6 年 5 月 21 日(火)正午までに

政策企画課へ提出すること。 
 
６．入札等の日程   

手続き等 期間・期日・期限 場   所 
入札参加申請書類等

の交付 
期間 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 10 日(金)まで 

大河原町役場  
２階 政策企画課管財係 

設計図書の閲覧 期間 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 13 日(月)まで 

大河原町役場  
２階 政策企画課前 

設計図書の貸出  
（電子媒体 CD-R） 

設計図書を貸出す期間 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 13 日(月)まで 

大河原町役場  
２階 政策企画課管財係 

質問書の受付 期間 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 10 日(金)まで 

大河原町政策企画課 
FAX による質問書も受付可 
ただし着信確認を要す 
FAX 0224-53-3818 

質問書の回答の掲示 期間 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 13 日(月)まで 

大河原町役場政策企画課前 
掲示板に掲示 
質問者には FAX にて回答 

入札参加資格申請書

類提出 
期限 
令和 6 年 4 月 17 日(水)から 
令和 6 年 5 月 10 日(金)まで 

〒989-1295 
宮城県柴田郡大河原町字新南

１９番地 
大河原町政策企画課 



4 

入札参加資格通知 期日 
令和 6 年 5 月 17 日(金)発送 

 

入札執行の日時及び

場所 
日時 
令和 6 年 5 月 23 日(木) 
午後 2 時 00 分から 

大河原町役場 
3 階 大会議室 

   (注) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前 9 時から午後 4 時まで

（ただし、正午から午後 1 時までを除く。）とする。 
 
７．入札方法等 
 (1)  入札参加者は、誓約書及び入札参加資格審査結果通知書(原本)を持参すること。 
 (2)  代理人をもって入札する場合は、必ず委任状を持参のうえ提出すること。 

(3)  郵送、電報及びファクシミリその他の電気通信による入札は認めない。 
 (4)  入札執行の回数は、３回を限度とする。 
 (5)  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
 (6) 入札は 1 者以上の参加で執行する。 
 (7)  所定の時刻までに、入札会場に入れない者は失格とする。 
 
８．入札保証金 免除する。 
 
９．工事内訳書の提出について 
 (1) 入札参加者は、第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載する入札金額に対応し 

た工事内訳書を入札参加受付時に提出すること。 
 (2) 工事内訳書の様式は自由であるが、内容については、数量、単価及び金額等を最低

限 
記載すること。用紙については、日本工業規格 A 列 4 番とする。 

 (3) 提出された工事費内訳書は、返戻しない。 
 
10．最低入札価格 設定する。（事後公表） 
  （大河原町最低制限価格制度実施要綱による） 
 
11．入札の無効等 
 (1)  本告示に示した入札参加資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札 
  は、無効とする。 
   なお、入札参加資格を有する旨を確認された者であっても、入札時点において、２． 

に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者のした入札は、無効とする。 
    また、前記９．(１)の積算内訳書が提出されていない入札書は無効とする。 
 (2)  契約締結後において、(1)により入札が失格又は無効になることが明らかになっ 

た場合は、町の指示に従わなければならない。 
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12．落札者の決定 

(1)  予定価格の制限の範囲内の価格のうち、最低の価格をもって有効な入札をしたもの

を落札者とする。 
(2)  落札者を決定したときは、後日、当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。  

なお、入札結果については、大河原町公共工事の入札結果等の公表に係る要領（平成

13 年告示第 63 号）により公表する。 
 
13．契約保証金 
  落札者は、大河原町建設工事執行規則第 21 条の規定に基づき、請負契約金額の 100 

分の 10 以上の金額を契約保証金として納付すること。ただし、大河原町建設工事執行 
規則第 22 条第１項に該当するときは、免除することができる。なお、詳細については、 
別紙契約保証に関する事項のとおりとする。 

 
14．契約の締結 
   落札者の決定後、この入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落 

札者が、２．に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結し

ないことがある。 
 また、５千万円以上の請負契約予定金額の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 17 号）の規定により、町議会の議決

を経てから契約の効力が生じることとなるので、それまでは仮契約を締結するものとす

る。 
 
15．週休２日促進工事の対応について 
  今回発注する「大河原町立金ケ瀬小学校校舎・屋内運動場外壁ほか改修工事」に係る 
 週休２日促進工事の対応については、対象外とする。 
 
16．その他 
 (1)  入札参加者は、入札参加心得を熟読し、遵守すること。 
 (2)  入札に関する条項に違反した入札は無効とする。 
 (3)  その他不明な点についての照会先は次のとおり 
        大河原町政策企画課管財係 
        電話 0224－53－2112（政策企画課直通） 
        FAX 0224－53－3818                         


